
輸送の安全に関する情報の公表
富士交通株式会社

運輸安全マネジメントに関する取組について

当社における令和5年度の輸送の安全に関する情報を公表します。

1.輸送の安全に関する基本的な方針
　輸送の安全の確保に関する基本方針として「安全方針」を定め、その実施により全社員
が一丸となり安全かつ快適な輸送サービスの提供に努める。

2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況
　・目標
　　交通事故0件、重大事故0件、人身事故0件
　・達成状況
　　交通事故0件、重大事故0件、人身事故0件、目標達成

3.事故に関する統計
　令和5年度における自動車事故報告規則により報告した事故は　0件です。

4.輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
　交通違反や飲酒運転等が無いよう法令遵守の徹底。
　旅客へのシートベルト着用の徹底。

5.輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
　別紙の通り（※本紙と併せて組織図・緊急連絡体制図の掲示が必要です。）

6.輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
国土交通省が定める指導監督の指針に基づいた全体教育を年　回にわたり実施。

7.輸送の安全に係る内部監査の結果
　基本方針及び重点施策を引き続き実施します。

8.安全管理規程及び安全統括管理者
　別紙の通り
９．安全統括管理者に係る情報
　　代表取締役火岡純也を安全統括管理者として選任している。

10．運転者、運行管理者、整備管理者に係る情報
　・運転者バス22名、タクシー36名選任している。
　・運行管理者貸切4名（補助者10名）、路線5名、タクシー1名を選任している。



　・整備管理者2名を選任している。（補助者2名）

11．事業用自動車に係るトータル情報
　・大型バス（貸切）6台
　・中型バス（貸切）4台
　・小型バス（貸切）5台
　・路線バス14台
　・タクシー41台


